
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

法
第
十
八
条
の
七
第
一
号
の
海
底
下
廃
棄
を
す
る
海
域
及
び
海
底
下
廃
棄
の
方
法
に
関
し
政
令
で
定
め
る
基
準
を
、
次

の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

一

当
該
鉱
物
資
源
の
掘
採
に
係
る
鉱
業
権
の
鉱
区
で
あ
る
海
域
に
お
い
て
海
底
下
廃
棄
を
す
る
こ
と
。

二

鉱
山
保
安
法
第
八
条
の
規
定
に
従
つ
て
鉱
害
の
防
止
の
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
上
で
海
底
下
廃
棄
を
す
る
こ
と
。

（
第
十
一
条
の
四
関
係
）

第
二

法
第
十
八
条
の
七
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
基
準
を
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

一

ア
ミ
ン
類
と
二
酸
化
炭
素
と
の
化
学
反
応
を
利
用
し
て
二
酸
化
炭
素
を
他
の
物
質
か
ら
分
離
す
る
方
法
に
よ
り
集
め
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
ガ
ス
に
含
ま
れ
る
二
酸
化
炭
素
の
濃
度
が
体
積
百
分
率
九
十
九
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
（
当
該
ガ
ス
が
石
油
の
精
製
に
使

用
す
る
水
素
の
製
造
の
た
め
に
前
号
に
規
定
す
る
方
法
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
集
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、

体
積
百
分
率
九
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
）
で
あ
る
こ
と
。

三

二
酸
化
炭
素
以
外
の
油
等
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
。

（
第
十
一
条
の
五
関
係
）



第
三

法
第
十
八
条
の
十
五
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
海
域
を
、
法
第
十
八
条
の
八
第
二
項
第
二
号
の
特
定
二
酸
化
炭
素
ガ
ス

の
海
底
下
廃
棄
に
関
す
る
実
施
計
画
に
従
つ
て
特
定
二
酸
化
炭
素
ガ
ス
の
海
底
下
廃
棄
が
さ
れ
た
海
域
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
一
条
の
六
関
係
）

第
四

こ
の
政
令
の
施
行
期
日
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）


